
 

 

り、戸籍謄抄本の添付省略

が可能になります。 

 

◆戸籍の届出における戸籍

謄抄本の添付省略が可能に 

 婚姻届や養子縁組届など

様々な戸籍の届出の際に、

戸籍謄抄本の提出が不要に

なります。 

さらに、戸籍の届書が提

出後電子化されることで、

すぐに新しい戸籍謄抄本が

発行できるようになりま

す。 

 

◆本籍地以外での戸籍謄本

発行が可能に 

 住んでいる市区町村や勤

務先の最寄りの市区町村の

役場の窓口で、自身の戸籍

のほか、配偶者、父母、祖

父母、子の戸籍の謄本も取

得可能になります。 

さらに、オンラインで行

政手続をする際に利用可能

な戸籍の証明書として、新

たに「戸籍電子証明書」が

発行されるようになりま

す。パスポートの発給申請

時にこの証明書を行政機関

に提示することで戸籍証明

書等の添付が不要となる予

定で、今後、他の手続きに

も拡大される見通しです。 

 

“つながらない権利”によっ

て勤務時間外の連絡を拒

否したいと思っている人の

割合は 72.6％～連合の調
査結果から 
連合が実施した、勤務時

間外の業務上の連絡に関す

る意識や実態、“つながらな

い権利”に関する意識調査

から注目すべき点をご紹介

します。 

 

◆調査結果のポイント 

○「勤務時間外に部下・同

僚・上司から業務上の連絡

がくることがある」72.4％ 

 その頻度は、「ほぼ毎日」

（10.4％）、「週に ２～３ 

日」（14.3％）、「月に２～３

日」（12.1％）、「月に １ 日

以下」（17.9％）。業種別に

みると、［建設業］

（82.7％）が最も高く、次

いで［医療、福祉］

（79.6％）、［宿泊業、飲食

サービス業］（78.0％）とな

っています。 

○「勤務時間外に部下・同

僚・上司から業務上の連

絡がくるとストレスを感

じる」62.2％ 

また、その連絡の内容を

確認しないと、内容が気に

なってストレスを感じると

回答した人の割合も、

60.7％ありました。同様

に、取引先からの連絡につ

いては、59％の人がストレ

スと感じているようです。 

○「“働くこと”と“休むこ

と”の境界を明確にするた

めに、勤務時間外の部下・

同僚・上司からの連絡を制

限する必要があると思う」

66.7％ 

また、「取引先からの連絡

を制限する必要がある」と回

答した人の割合も 67.7％あ

りました。 

○「“つながらない権利”に

よって勤務時間外の連絡を

拒否できるのであれば、そ

うしたいと思う」72.6％ 

一方で、「“つながらない権

利”があっても、今の職場で

は拒否は難しいと思う」と回

答した人は 62.4％いて、業

種で見ると、［建設業］

（74.1％）が最も高く、次い

で［宿泊業、飲食サービス

業］（73.2％）［医療、福祉］

（72.8％）となりました。 

 

◆“つながらない権利”の法

制化 

 勤務時間外に仕事上のメー

ルや電話への対応を拒否でき

る権利、いわゆる「つながら

ない権利」は、日本では法制

化されていません。権利を行

使したい反面、行使すること

による不安を強く感じる人は

多いでしょう。今後日本でど

のように法整備されるのか、

注目です。 

 

が18,507円（引上げ率5.2％）

で最も高く、次いで「情報通

信業」が15,402円（同4.5％）、

建設業 12,752円（同 3.8％）

となっています。 

 

◆すべての企業が業績好調

による賃金引上げとは限ら

ない 

 賃金の改定の決定に当た

り最も重視した要素の割合

をみると、「企業の業績」が

36.0％で最も多く、次いで

「労働力の確保・定着」が

16.1％、「雇用の維持」が

11.6％となっています。 

本調査結果の通り、近年、

賃金引上げを実施する企業

が増加しています。その理由

として、物価上昇への対応や

従業員のモチベーション向

上、人材確保・定着などが挙

げられます。しかし、賃金引

上げを実施するすべての企

業が業績好調による引上げ

とは限らず、業績は改善しな

いが従業員の生活を守り、人

材流出を防ぐことを狙いと

して実施する企業も多いと

考えられます。賃金引上げを

実施する際には、政府が掲げ

ている賃金引上げに向けた

各種支援策等を参考にしな

がら慎重に検討する必要が

あるでしょう。 

親子関係や婚姻関係等を

確認する行政手続で戸籍

謄抄本が不要に 

 

◆改正戸籍法施行で利便性

アップ 

 令和元年成立の改正戸籍

法には、本籍地の市区町村

でなければ戸籍謄本を取得

できない等の不便を解消す

るための新システム構築等

が盛り込まれていました

が、いよいよ新システムが

完成し、令和６年３月から

次の３点が変わります。 

○行政手続における戸籍

謄抄本の添付省略が可能に 

○戸籍の届出における戸

籍謄抄本の添付省略が可能

に 

○本籍地以外での戸籍謄

本発行が可能に 

詳細は以下の通りです。 

 

◆行政手続における戸籍謄

抄本の添付省略が可能に 

 例えば健康保険の被扶養

者認定や国民年金第３号被

保険者の資格取得事務にお

ける婚姻歴の確認といっ

た、親子関係や婚姻関係等

を確認する手続きでマイナ

ンバーを利用することとな

賃金改定率が過去最高に
～厚生労働省実態調査から 
 

◆賃上げ実施企業、引上げ

額、引上げ率ともに昨年より

増加 

厚生労働省の令和５年「賃

金引上げ等の実態に関する

調査」結果によると、１人当

たりの平均賃金を引き上げ

た、または引き上げる企業の

割合は 89.1％（前年同比 3.4

ポイント増）、１人当たりの

平均賃金の引上げ額は 9,437

円（同 3,903円増）となりま

した。平均賃金の引上げ率は

3.2％（同 1.3 ポイント増）

で、平成 11 年以降で最も高

い数値となりました。 

同調査は、常用労働者 100

人以上を雇用する会社組織

の民営企業を対象とし、

3,620 社を抽出して 1,901 社

から有効回答を得たもので

す。 

産業別にみると、平均賃金

を引き上げた、または引き上

げる企業の割合は、「建設業」

が 100.0％で最も高く、次い

で「製造業」が 97.7％、「電

気・ガス・熱供給・水道業」

が 92.9％となっています。 

平均賃金の引上げ額は、

「鉱業、採石業、砂利採取業」
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